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平成17年11月11日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1726号

告
　
示

◯
地
域
森
林
計
画
の
樹
立
の
予
定
（
九
五
八
・
森
林
環
境
対
策
室
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
地
域
森
林
計
画
の
変
更
の
予
定
（
九
五
九
、
九
六
〇
・
森
林
環
境
対
策
室
）
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
道
路
区
域
の
変
更
（
九
六
一
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
（
九
六
二
・
北
秋
田
地
域
振
興
局
建
設
部
）
…
…
…
…
…
…
２

◯
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
廃
止
（
九
六
三
〜
九
七
二
・
雄
勝
地
域
振
興
局
建

設
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

公
　
告

◯
特
定
調
達
契
約
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
（
建
設
管
理
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
５

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
子
吉
川
地

域
森
林
計
画
を
た
て
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当

該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
林
計
画
区
の
名
称
及
び
縦
覧
に
供
す
る
書
類

子
吉
川
森
林
計
画
区
　
子
吉
川
地
域
森
林
計
画
書
の
案
及
び
森
林
計
画
図
の
案

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
農
林
水
産
部
農
林
政
策
課
森
林
環
境
対
策
室
及
び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く

り
推
進
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
五
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
米
代
川
地

域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
林
計
画
区
の
名
称
及
び
縦
覧
に
供
す
る
書
類

米
代
川
森
林
計
画
区
　
米
代
川
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
の
案
及
び
森
林
計
画
図
の
案

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
農
林
水
産
部
農
林
政
策
課
森
林
環
境
対
策
室
及
び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く

り
推
進
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
雄
物
川
地

域
森
林
計
画
を
変
更
す
る
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、

当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
森
林
計
画
区
の
名
称
及
び
縦
覧
に
供
す
る
書
類

雄
物
川
森
林
計
画
区
　
雄
物
川
地
域
森
林
計
画
変
更
計
画
書
の
案
及
び
森
林
計
画
図
の
案

二
　
縦
覧
期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
農
林
水
産
部
農
林
政
策
課
森
林
環
境
対
策
室
及
び
各
地
域
振
興
局
農
林
部
森
づ
く

り
推
進
課

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

一
　
道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

旧
新
別

旧

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
五
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
腹
巻
倉
二
五
番
一
地
先
か
ら
字
石
橋
九
〇
番
地
先
ま
で

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
腹
巻
倉
二
五
番
一
地
先
か
ら
字
石
橋
九
〇
番
地
先



平成17年11月11日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1726号

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
四
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

二
　
道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
同
月
二
十
四
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
七

年
八
月
三
十
日
付
け
指
令
北
建
―
一
四
七
四
で
許
可
し
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の

で
、
同
法
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

千
葉
県
千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
番
地
一

イ
オ
ン
株
式
会
社
　
代
表
執
行
役
　
岡
　
田
　
元
　
也

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

二
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

一
工
区
　
大
館
市
字
大
田
面
百
五
十
九
番
の
一
部
、
百
六
十
番
の
一
部
、
百
六
十
一
番
、
百
六

十
二
番
、
百
六
十
三
番
、
百
六
十
四
番
、
百
六
十
五
番
、
百
六
十
六
番
、
百
七
十
番
の
一
部
、
百

七
十
一
番
、
百
七
十
二
番
一
、
百
七
十
二
番
二
、
百
七
十
二
番
三
、
百
七
十
三
番
、
百
七
十
四
番
、

百
七
十
五
番
、
百
七
十
六
番
、
二
百
三
十
七
番
一
、
二
百
三
十
七
番
二
、
二
百
三
十
八
番
、
二
百

三
十
九
番
の
一
部
、
二
百
四
十
番
の
一
部
、
二
百
四
十
一
番
の
一
部
、
二
百
四
十
七
番
、
二
百
四

十
八
番
、
二
百
四
十
九
番
、
二
百
五
十
番
及
び
二
百
五
十
一
番
の
一
部

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
三
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

道
路
の
種
類

一

般

国

道

路
　
　
線
　
　
名

百
五
号

百
五
号

旧
新
別

旧新

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

一
〇
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

一
〇
・
〇
〇
〜
三
四
・
〇
〇

一
八
・
〇
〇
〜
九
〇
・
〇
〇

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一
・
〇
五
〇

一
・
〇
五
〇

〇
・
九
六
〇

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
腹
巻
倉
二
五
番
一
地
先
か
ら
字
石
橋
九
〇
番
地
先
ま
で

由
利
本
荘
市
小
栗
山
字
腹
巻
倉
二
五
番
一
地
先
か
ら
字
石
橋
九
〇
番
地
先

ま
で

〃

ＡＢ

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

七
十
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
百
二
十
五
番
二
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秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
六
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

３

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

八
十
三
・
八
八
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
六
十
五
番
一

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

九
十
五
・
九
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
七
十
二
番
三
、
七
十
三
番
の

内
、
七
十
四
番
二
の
内

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

三
十
六
・
四
四
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
六
十
番
十
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秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
九
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
六
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

４

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

二
十
六
・
五
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
百
六
十
一
番

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

五
十
九
・
六
五
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
七
十
番
四
、
七
十
二
番
二

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

三
十
六
・
四
四
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
六
十
番
四
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特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方
公
共
団
体

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
九
百
七
十
一
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ

く
道
路
位
置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
廃
止
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。

の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）

第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
十
一
月
十
一
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

５

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

七
十
九
・
七
五
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
百
十
三
番
三
、
百
十
五
番
一

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

五
十
八
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
七
十
五
番
二

廃

止

年

月

日

平
成
十
七
年
十
月
二
十
七
日

道

路

の

幅

員

六
メ
ー
ト
ル

道

路

の

延

長

六
十
四
・
七
メ
ー
ト
ル

申
請
者
の
住
所
及
び
氏
名

湯
沢
市
佐
竹
町
一
番
一
号

湯
沢
市
長
　
鈴
　
木
　
俊
　
夫

道
路
の
位
置
の
廃
止
箇
所

湯
沢
市
字
元
清
水
六
十
八
番
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一
　
随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

秋
田
県
公
共
事
業
共
有
統
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
シ
ス
テ
ム
構
築
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

建
設
交
通
部
建
設
管
理
課
　
秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
七
年
十
月
十
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

Ｎ
Ｅ
Ｃ
／
Ｔ
Ｏ
Ｉ
Ｎ
Ｘ
業
務
特
定
共
同
企
業
体
　
秋
田
市
旭
北
錦
町
五
番
五
十
号

代
表
者
　
日
本
電
気
株
式
会
社
秋
田
支
店

構
成
員
　
東
北
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
・
シ
ス
テ
ム
ズ
株
式
会
社

五
　
随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

五
千
四
百
六
十
万
円

六
　
随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
一
号
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
る
。

６

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％


